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蠢 緒 言

最近の東アジア地域（日本・韓国・中国）の人口構造は，急速な寿命の延長

と特殊合計出生率の低下を背景に，高齢化率が欧米社会に比して加速的に伸展

している。人口の高齢化に伴なう社会問題とソーシャルワークの関係に着目す

るなら，今後一層急激な増嵩が予測される虚弱あるいは認知症高齢者の介護問

題に対し，ひとつに，東アジア地域はそれぞれの伝統的な社会システムを基盤

としながら新たな社会システムとしてどのようなシステムを構築していくべき

か，ふたつに，高齢者本人や家族が直面している生活問題あるいはニーズに対

し適切な個別ケアプランシステムをどのように構築していくべきかといった共

通の課題に直面している。

韓国では，1981年に「老人福祉法」を制定し，老人福祉法第 3条「家族制

度の維持・発展」では，「国と国民は敬老孝親の美風良俗に基づいて，健全な

家族制度が維持発展するよう努力する」と規定している。さらに中国でも，憲

法，婚姻法ならびに「老人権益保障法」（1997年成立）において，老親扶養を
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明文化している。そこでは高齢者の生活，健康，社会参加の状況を向上させる

ため，国や社会の責任を明確にしているが，あくまでも原則は「家族扶養」と

なっている。

従来の老親扶養に関する研究は，老親に対し，韓国系（1）－（5）あるいは中国系の

アメリカ人が他のアメリカ人に比して高い扶養意識を有していることを指摘し

ている。ただし他方では，最近，韓国や中国でも，日本と同様に，核家族化が

産業化や都市化等を背景に急速に進行し，国民の老親扶養に対する意識が変化

しはじめている（6）（7）ことを指摘した報告があることも見逃せない。しかし，厳

密には，東アジア地域に生活する人々を対象にした老親扶養意識に関する実証

的に検討するための測定尺度は，これまでほとんど開発されていない。このこ

とは，東アジア地域それぞれの国において厳密には老親扶養意識に関する把握

やその関連要因ならびに変容過程の把握は十分なされていないこと，また加え

て安易な尺度に依存した民族間の比較は誤った結論を導出する可能性が否定し

きれないこと，さらには米国やブラジル等に移民した東アジア系 2世，3世の

扶養意識も含め，老親に対する扶養意識の国際比較研究はいまだ不十分な状態

にあることを意味している。他方，欧米の研究に着目してみても，一般に，家

族による老親扶養は，金銭や物質による経済的扶養と，老人の心身の条件に対

応した身の回りの世話や病気の看護などを含んでいる（8）（9）とされてはきたもの

の，その意識を多次元的に測定する尺度は開発されていない。それに対し，日

本では「老親扶養義務感測定尺度」（10）の開発が試行され，「経済的援助 financial

support」，「身体的補助 physical aids」，「情緒的支援 mental support」の 3因子で

構成された尺度が提案されている。ただし，探索的因子分析で抽出されたそれ

ら因子のひとつは，「方向因子」（11）であることの危険性が払拭できない状況にあ

る。以上のことから，東アジア地域の老親扶養意識を論ずるにあたっては，少

なくとも東アジア地域において共通に使用できる測定尺度の開発が，喫緊の課

題と言えよう。

そこで，本調査研究においては，日本と韓国のデータを基礎に，老親介護問

題解決に関する内的資源としての老親扶養意識を測定するための尺度開発を目
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的とした。

蠡 研 究 方 法

（1）調査対象

本調査研究では，人口規模を考慮して，日本と韓国の中都市・小都市を調査

地域として選定した。具体的には，日本は中都市を静岡県静岡市（人口 0509

現在：710,163人），小都市を和歌山県海南市（人口 0509現在：60,834人）と

し，また韓国は中都市を全羅北道群山市（人口 0504現在：269,865人），小都

市を慶尚南道咸安郡（人口 0504現在：64,284人）とした。韓国調査において

は，著者等が任意に前記選定地域内の保育所（あるいは幼稚園）を調査協力機

関として選定した。なお，調査協力機関に所属する児の世帯（調査対象）に対

する調査への参加に関する同意は，前記調査員が保育所（あるいは幼稚園）の

責任者を通して確認した。なお調査員は，前記機関の責任者が調査対象者に同

意を確認する前に，責任者に対して調査目的，内容等を説明した。その後，前

記責任者が世帯別に調査票を配布し回収したが，調査開始時には，回答を望ま

ない場合は，拒否可能であること，また匿名性やプライバシーを保証するため

に無記名方式が採用されていることを伝え，あらためて了解が得られた世帯の

みを対象とすることを依頼した。日本調査においては，韓国と同様の方式で，

和歌山県の信愛女子大学ならびに静岡県立大学の協力を得て，調査を実施し

た。

（2）調査内容と解析方法

調査内容は，属性（性，年齢，家族構成，要介護者との同居の有無），老親

扶養意識，被虐待経験，家族凝集性で構成した。老親扶養意識に関しては，親

に対する子の『孝』の意識であり，また「自らの労働力や資力によって暮らし

ていくことのできない自活不能な者に対して，他から生活上の援助を与えるこ

と」（12）とする定義を参考に，本調査研究では『自らの労働力や資力によって暮
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らしていくことのできない老親に対し，子が生活上の援助を与えること』と規

定し，それらが身体的援助 financial support，情緒的援助 emotional support，経

済的援助 financial support を含むものとして，関連する 15項目を準備した。通

常，測定尺度の妥当性は，1）内容的妥当性，2）構成概念妥当性，3）基準関

連妥当性の 3側面からの検討が必要となるが，本調査研究では 1）と 2）の検

討を行なうものとした。前記 1）の内容的妥当性は，ひとつに，著者等による

ブレィン・ストーミング（3回／3ヶ月間）を通して検討した。その後，日本語

から韓国語への翻訳作業を，Brislin ら（13）が提唱している方法を参考に従って

進めた。まず日本語原版を韓国語に日本在住の韓国人研究者が翻訳し，次いで

その翻訳をもとに日本語への back translation を行い，韓国語版を完成させ

た。このときの back translation は，翻訳者とは別のバイリンガルの者が行っ

た。なお，前記韓国語版の個々の質問項目については，韓国在住の福祉関係部

署に勤務する公務員 2名に検討を依頼し，原版の意味を損なわないようにした

うえで，回答者が質問文を理解のしやすいように韓国語を修正する作業も行な

った。各質問項目に対する回答は「4点：そう思う」「3点：ややそう思う」「2

点：どちらともいえない」「1点：あまりそう思わない」「0 点：そう思わな

い」の 5件法で求めた。

前記老親扶養意識の内容的妥当性は，もうひとつの側面として，探索的因子

分析による因子抽出の方法で検討した。このとき，重み付けに最尤解を用いた

斜交回転（プロマックス法）で因子解を求め，因子負荷量の性質から項目の選

定と因子の解釈を試みた。以上の因子の抽出ならびに因子モデルのデータへの

適合性の検討は，日本と韓国のデータを総合化して用いた。なお，探索的因子

分析に先立ち，ピアソンの相関係数，CITC と主成分分析によって，項目の圧

縮を試みた。

次いで確証的因子分析を用いて，老親扶養意識の構成概念妥当性を因子構造

モデルの側面から検討した。具体的には，前記探索的因子分析で抽出された因

子を用いて，二次因子モデルと斜交因子モデルを仮定し，そのデータへの適合

性を検討した。因子モデルのデータへの適合性は，日本と韓国の総合化された
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データのみならず，それを日韓で分割した 2群データ，さらにそれらを性と年

齢で分割した 8群データに対し確認的因子分析で検討した。2群データおよび

8群データに対しては，同時因子分析でモデルのデータへの適合性を検討し

た。上記因子モデルのデータへの適合は，比較適合度指標 Comparative Fit Index

（CFI），Tucker-Lewis Index（TLI），Root Mean Squares Error of Approximation

（RMSEA）に基づいて評価した。一般的に，GFI と TLI は 0.9以上，RMSEA

は 0.08以下の数値であれば，そのモデルがデータに適合していると判定され

る。また，各モデルに含まれるパス係数の有意性検定は，棄却比（Critical Ra-

tio : C.R 値）で評価し，その絶対値が 1.96以上（5％有意水準）を示したパ

スを統計学的に有意であると判断した。なお，老親扶養意識測定尺度の信頼性

は，内的整合性の観点から Cronbach の α 信頼性係数で評価した。以上の解

析には，岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科所蔵のアプリケーションソフ

ト「SPSS 11.0」と「AMOS 4.0」を用いた。

蠱 研 究 結 果

1．属性の分布

調査票の回収率は，静岡市が 38.5％（配布数 1284世帯），海南市が 99.3％

（配布数 397世帯），群山市が 63.2％（配布数 500世帯），咸安郡が 32.6％（配

布数 500世帯）であった。このうち，本調査研究では性と年齢に欠損値を有さ

ないデータ，すなわち，日本データは静岡市が 830人（男性 348人，女性 482

人），海南市が 716人（男性 329人，女性 387人）の計 1,546人であり，また

韓国データは群山市 504人（男性 201人，女性 303人），咸安郡 798人（男性

338人，女性 460人）の計 1,302人であり，最終的に以上の総計 2,848人（男

性 1,216人，女性 1,632人）を集計対象とした。

日本データの年齢分布は平均値が 34.4歳，標準偏差が 5.1，範囲が 21～57

歳であった。また男性の平均年齢は平均値が 35.6歳（標準偏差 5.5），女性は

平均値が 33.5歳（標準偏差 4.5）であった。韓国データの年齢分布は平均値が
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35.5歳，標準偏差が 4.9，範囲が 20～55歳であった。また男性の平均年齢は平

均値が 37.4歳（標準偏差 4.8），女性は平均値が 34.1歳（標準偏差 4.5）であっ

た。

日本データの家族構成は，最も多かったのが「夫婦と子の核家族」1042人

（67.4％）であり，次いで，「夫婦と子と祖父母の 3 世代家族」354 人（22.9

％），「父子もしくは母子家族」86人（5.6％），「その他」53人（3.5％），「無回

答」11人（0.7％）の順となっていた。韓国データでは，「夫婦と子の核家族」

1010人（77.6％）であり，次いで，「夫婦と子と祖父母の 3世代家族」224人

（17.2％），「父子もしくは母子家族」22人（1.7％），「その他」16人（1.2％），

「無回答」30人（2.3％）の順であった。なお，家族に要介護高齢者が同居して

いると回答した者は，日本データ 60人（3.9％），韓国では 37人（2.8％）であ

った。

2．老親扶養意識に関する回答分布と尺度開発

回答分布は表 1に示した。日韓で比較すると，すべての項目の回答分布に頻

度の違いが観察された。回答「そう思う」に着目するなら，その頻度は「子ど

もは老親が困ったときには，いつでも親身に相談に乗るべきである」が韓国に

比して日本が高く，「老親が必要とするなら，子どもは無理してでも経済的に

援助すべきである」「子どもなら将来の老親の介護を覚悟しておくのが当然で

ある」「成人しても，子どもは老親と定期的に団欒する時間が必要である」の

3項目はほぼ同等，残りの 11項目は韓国が日本に比して高い頻度となってい

た。

また，日韓のデータを総合したサンプルでの項目間の相関係数は表 2に示し

た。特に，相関係数が 0.8を超える項目は観察されなかった。なお CITC と主

成分分析の結果は表 3に示した通りである。特に，探索的分析に際し，削除す

べき項目は観察されなかった。

そこで，15項目すべてを用いて日韓のデータを総合したサンプルを用いて

探索的因子分析を試みた。その結果，3因子が抽出された（表 4）。
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第一因子には，パターン行列において 0.3以上の因子負荷量を示した項目が

9項目（「子どもが将来の老親の経済的支援のために普段から貯蓄するのは当

然である」「老親が日頃必要とするお小遣いのことで，子どもは不自由な思い

をさせてはならない」「老親が生活費に困らないように，子どもが経済的に援

助するのは当然である」「子どもは老親の病気の治療費・入院費，福祉サービ

ス利用料を負担すべきである」「老親が介護を子どもに要求するのは当然であ

る」「子どもは，老親に旅行や趣味活動の機会を用意してあげるべきである」

「老親の介護を他人に任せることは，子どもなら恥ずべきことである」「老親が

必要とするなら，子どもは無理してでも経済的に援助すべきである」「子ども

なら将来の老親の介護を覚悟しておくのが当然である」）所属していた。ただ

し，「子どもなら将来の老親の介護を覚悟しておくのが当然である」は第 2因

表 1 老親扶養意識調査項目に関する回答分布

項 目 国名

回答カテゴリ

そう
思う

やや
そう思う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

そう
思わない

X 1．子どもが老親の誕生日や敬老の日に気をつか
うのは当然である

韓国
日本

1009（81.9）
620（41.7）

182（14.8）
418（28.1）

30（2.4）
267（18.0）

6（0.5）
136（9.1）

5（0.4）
46（3.1）

X 2．老親の介護は子どもの役割である 韓国
日本

562（45.6）
531（35.7）

425（34.5）
441（29.7）

211（17.1）
335（22.5）

28（2.3）
112（7.5）

6（0.5）
68（4.6）

X 3．老親が必要とするなら，子どもは無理してで
も経済的に援助すべきである

韓国
日本

216（17.5）
262（17.6）

423（34.3）
417（28.0）

400（32.5）
533（35.8）

161（13.1）
165（11.1）

32（2.6）
110（7.4）

X 4．老親が日ごろ必要とするお小遣いのことで，
子どもは不自由な思いをさせてはならない

韓国
日本

404（32.8）
169（11.4）

501（40.7）
258（17.4）

242（19.6）
614（41.3）

78（6.3）
287（19.3）

7（0.6）
159（10.7）

X 5．老親が介護を子どもに要求するのは当然であ
る

韓国
日本

383（31.1）
274（18.4）

416（33.8）
370（24.9）

279（22.6）
492（33.1）

130（10.6）
197（13.2）

24（1.9）
154（10.4）

X 6．子どもは，老親に旅行や趣味活動の機会を用
意してあげるべきである

韓国
日本

216（17.5）
224（15.1）

434（35.2）
486（32.7）

378（30.7）
411（27.6）

169（13.7）
240（16.1）

35（2.8）
126（8.5）

X 7．子どもが将来の老親の経済的支援のために普
段から貯蓄するのは当然である

韓国
日本

212（17.2）
121（8.1）

403（32.7）
295（19.8）

344（27.9）
540（36.3）

237（19.2）
330（22.2）

36（2.9）
201（13.5）

X 8．別居していても，老親には消息を伝えたり，
聞いたりする交流を忘れてはならない

韓国
日本

901（73.1）
1057（71.1）

270（21.9）
299（20.1）

46（3.7）
85（5.7）

14（1.1）
28（1.9）

1（0.1）
18（1.2）

X 9．老親が生活費に困らないように，子どもが経
済的に援助するのは当然である

韓国
日本

488（39.6）
275（18.5）

463（37.6）
471（31.7）

212（17.2）
454（30.5）

61（5.0）
186（12.5）

8（0.6）
101（6.8）

X 10．子どもなら将来の老親の介護を覚悟しておく
のが当然である

韓国
日本

447（36.3）
548（36.9）

442（35.9）
552（37.1）

230（18.7）
251（16.9）

99（8.0）
76（5.1）

14（1.4）
60（4.0）

X 11．成人しても，子どもは老親と定期的に団欒す
る時間が必要である

韓国
日本

655（53.2）
822（55.3）

458（37.2）
462（31.1）

107（8.7）
143（9.6）

9（0.7）
44（3.0）

3（0.2）
16（1.1）

X 12．老親の介護を他人に任せることは，子どもな
ら恥ずべきことである

韓国
日本

283（23.0）
113（7.6）

334（27.1）
190（12.8）

288（23.4）
540（36.3）

249（20.2）
317（21.3）

78（6.3）
327（22.0）

X 13．子どもは老親が困ったときには，いつでも親
身に相談に乗るべきである

韓国
日本

307（24.9）
905（60.9）

444（36.0）
416（28.0）

291（23.6）
119（8.0）

167（13.6）
30（2.0）

23（1.9）
17（1.1）

X 14．子どもは老親の病気の治療費・入院費・福祉
サービス利用料を負担すべきである

韓国
日本

464（37.7）
199（13.4）

444（36.0）
467（31.4）

250（20.3）
549（36.9）

63（5.1）
171（11.5）

11（0.9）
101（6.8）

X 15．子どもは，老親の健康状態やその変化にいつ
も注意してあげるべきである

韓国
日本

733（59.5）
806（54.2）

399（32.4）
512（34.4）

85（6.9）
125（8.4）

14（1.1）
29（2.0）

1（0.1）
15（1.0）

東アジア地域用老親扶養意識測定尺度の開発

―５７ ―



表 2 日韓総合データを用いた老親扶養意識に関する準備項目の相関行列

項 目 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15

X 1．子どもが老親の誕生日や敬老の日に気を
つかうのは当然である 1.00

X 2．老親の介護は子どもの役割である 0.48 1.00

X 3．老親が必要とするなら，子どもは無理し
てでも経済的に援助すべきである 0.32 0.55 1.00

X 4．老親が日ごろ必要とするお小遣いのことで，
子どもは不自由な思いをさせてはならない 0.39 0.40 0.47 1.00

X 5．老親が介護を子どもに要求するのは当然
である 0.33 0.58 0.52 0.50 1.00

X 6．子どもは，老親に旅行や趣味活動の機会
を用意してあげるべきである 0.31 0.42 0.49 0.48 0.50 1.00

X 7．子どもが将来の老親の経済的支援のため
に普段から貯蓄するのは当然である 0.33 0.39 0.48 0.52 0.53 0.58 1.00

X 8．別居していても，老親には消息を伝えた
り，聞いたりする交流を忘れてはならない 0.34 0.33 0.24 0.23 0.27 0.30 0.23 1.00

X 9．老親が生活費に困らないように，子ども
が経済的に援助するのは当然である 0.40 0.49 0.54 0.57 0.57 0.55 0.61 0.38 1.00

X 10．子どもなら将来の老親の介護を覚悟して
おくのが当然である 0.27 0.58 0.48 0.35 0.56 0.46 0.44 0.38 0.56 1.00

X 11．成人しても，子どもは老親と定期的に団
欒する時間が必要である 0.35 0.38 0.31 0.29 0.35 0.38 0.31 0.55 0.41 0.45 1

X 12．老親の介護を他人に任せることは，子ど
もなら恥ずべきことである 0.24 0.36 0.33 0.39 0.42 0.34 0.42 0.14 0.37 0.33 0.23 1

X 13．子どもは老親が困ったときには，いつで
も親身に相談に乗るべきである 0.06 0.22 0.25 0.04 0.19 0.26 0.16 0.33 0.19 0.37 0.39 0.13 1

X 14．子どもは老親の病気の治療費・入院費・
福祉サービス利用料を負担すべきである 0.35 0.45 0.47 0.51 0.51 0.49 0.53 0.30 0.64 0.48 0.38 0.46 0.22 1

X 15．子どもは，老親の健康状態やその変化に
いつも注意してあげるべきである 0.35 0.39 0.32 0.31 0.35 0.38 0.33 0.50 0.42 0.46 0.54 0.25 0.4 0.44 1

表 3 日韓総合データを用いた老親扶養意識に関する CITC と主成分因子負荷量の分布

調査項目 CITC
第 1主成分
因子負荷量

子どもが老親の誕生日や敬老の日に気をつかうのは当然である
老親の介護は子どもの役割である
老親が必要とするなら，子どもは無理してでも経済的に援助すべきである
老親が日ごろ必要とするお小遣いのことで，子どもは不自由な思いをさせてはならない
老親が介護を子どもに要求するのは当然である
子どもは，老親に旅行や趣味活動の機会を用意してあげるべきである
子どもが将来の老親の経済的支援のために普段から貯蓄するのは当然である
別居していても，老親には消息を伝えたり，聞いたりする交流を忘れてはならない
老親が生活費に困らないように，子どもが経済的に援助するのは当然である
子どもなら将来の老親の介護を覚悟しておくのが当然である
成人しても，子どもは老親と定期的に団欒する時間が必要である
老親の介護を他人に任せることは，子どもなら恥ずべきことである
子どもは老親が困ったときには，いつでも親身に相談に乗るべきである
子どもは老親の病気の治療費・入院費・福祉サービス利用料を負担すべきである
子どもは，老親の健康状態やその変化にいつも注意してあげるべきである

0.4782

0.6581

0.6409

0.6053

0.6889

0.6556

0.6543

0.4632

0.7438

0.6727

0.5564

0.4821

0.3177

0.6902

0.4359

0.5506

0.7174

0.6992

0.6684

0.7455

0.7146

0.7108

0.5348

0.7993

0.7345

0.6241

0.5425

0.3856

0.7457

0.6381
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子において 0.29の因子負荷量を示したことから，その項目を除き因子の解釈

を試みた。項目が身体的および経済的な扶養意識が混在していたことから，手

段的援助に関する扶養意識と解釈できた。
だんらん

第二因子には，4項目（「成人しても，子どもは老親と定期的に団欒する時

間が必要である」「別居していても，老親には消息を伝えたり聞いたりする交

流を忘れてはならない」「子どもは老親の健康状態やその変化にいつも注意し

てあげるべきである」「子どもは老親が困ったときには，いつでも親身に相談

にのるべきである」）が所属しており，それらは情緒的援助と解釈できた。

第三因子には 2項目（「老親の介護は子どもの役割である」「子どもが老親の

誕生日や敬老の日に気をつかうのは当然である」）が所属していた。ただし，

因子負荷量に着目するなら「子どもが老親の誕生日や敬老の日に気をつかうの

は当然である」は 0.28であり，因子に所属する項目が 1項目のみであったこ

とから，因子の想定，すなわち因子の解釈は行なわなかった。

以上の解析結果を基礎に，2因子から成る因子モデルを二次因子モデルとし

表 4 日韓総合データを用いた老親扶養意識項目に対する探索的因子分析の結果
（パターン行列）

項 目 因子 1 因子 2 因子 3

X 7．子どもが将来の老親の経済的支援のために普段から貯蓄するのは当然である 0.88 −0.08 −0.11

X 4．老親が日頃必要とするお小遣いのことで，子どもは不自由な思いをさせてはならない 0.80 −0.12 −0.04

X 9．老親が生活費に困らないように，子どもが経済的に援助するのは当然である 0.79 0.09 −0.05

X 14．子どもは老親の病気の治療費・入院費，福祉サービス利用料を負担すべきである 0.71 0.10 −0.05

X 6．子どもは，老親に旅行や趣味活動の機会を用意してあげるべきである 0.66 0.11 −0.05

X 5．老親が介護を子どもに要求するのは当然である 0.60 −0.04 0.22

X 12．老親の介護を他人に任せることは，子どもなら恥ずべきことである 0.55 −0.09 0.06

X 3．老親が必要とするなら，子どもは無理してでも経済的に援助すべきである 0.53 −0.04 0.24

X 10．子どもなら将来の老親の介護を覚悟しておくのが当然である 0.31 0.29 0.24

X 8．別居していても，老親には消息を伝えたり聞いたりする交流を忘れてはならない −0.08 0.75 −0.01

X 11．成人しても，子どもは老親と定期的に団欒（だんらん）する時間が必要である 0.02 0.75 −0.02

X 15．子どもは老親の健康状態やその変化にいつも注意してあげるべきである 0.08 0.69 −0.02

X 13．子どもは老親が困ったときには，いつでも親身に相談にのるべきである −0.12 0.59 −0.01

X 2．老親の介護は子どもの役割である −0.04 −0.04 1.04

X 1．子どもが老親の誕生日や敬老の日に気をつかうのは当然である 0.20 0.14 0.28

固有値 6.59 1.56 0.97

因子間相関 因子 2 0.62
因子 3 0.66 0.55

韓国・日本データのうち，性，年齢，老親扶養意識 15項目に欠損値がない 2,719名を分析対象とした。
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n＝2,719（韓国・日本統合データ），x 2（df）＝682.49（53），GFI＝0.96, CFI＝0.95, RMSEA
＝0.06
注 1）長方形は観測変数，楕円形は潜在変数（因子），η は内生潜在変数，ξ は外生

潜在変数，ε は観測変数の誤差変数，ζ は潜在変数の誤差変数，矢印上の数値
は標準化係数を意味する。

2）†はモデル識別のために制約を加えた箇所である。
図 1 老親扶養意識尺度（2次因子モデル）の確認的因子分析結果

n＝1,232（韓国），n＝1,487（日本），x 2（df）＝859.66（106），GFI＝0.94, CFI＝0.94, RMSEA
＝0.05
注 1）配置不変モデル（群間で因子負荷量等は異なるが，因子構造は等しいモデル）

の推定結果を示している。上段の推定値は韓国，下段括弧内の推定値は日本の
結果である。

図 2 老親扶養意識尺度（2次因子モデル）の同時因子分析結果
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て仮定し，そのモデルのデータへの適合性を検討した。結果は，GFI＝0.96, CFI

＝0.95, RMSEA＝0.06であった（図 1）。

次いで，因子モデルの強固さを確認するために，因子不変性の検討を日本と

韓国に分割したサンプルにおいて検討した。その結果，韓国データにおいて，

二次因子から情緒的援助に関する扶養意識に向かうパス係数に異常値が観察さ

れた（図 2）。

したがって，さらにそれら 2群のデータを性，年齢で分割して因子の強固さ

を検討する作業を中止し，因子モデルを斜交因子モデルに切り替え，まず，そ

のモデルの日韓のデータを総合したサンプルに対して，その因子モデルの適合

性を検討した。その結果，適合度指標の値は，GFI＝0.96, CFI＝0.95, RMSEA

＝0.06であった（図 3）。

次いで，日韓に分割した 2群のデータとそれぞれの国のデータを性と年齢で

4分割した計 8群のデータに対する，斜交因子モデルの因子の強固性を同時因

n＝2,719（韓国・日本統合データ），x 2（df）＝682.49（53），GFI＝0.96, CFI＝0.95, RMSEA
＝0.06
注 1）長方形は観測変数，楕円形は潜在変数（因子），η は内生潜在変数，ξ は外生

潜在変数，ε は観測変数の誤差変数，ζ は潜在変数の誤差変数，矢印上の数値
は標準化係数を意味する。

2）†はモデル識別のために制約を加えた箇所である。
図 3 老親扶養意識尺度（2因子斜交モデル）の確認的因子分析結果
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子分析で検討した。日韓のデータに 2分割したときの，すべてのパス係数と誤

差変数を拘束した状況下での適合性は GFI＝0.89, CFI＝0.86, RMSEA＝0.07で

あり（図 4），8群に分割したデータにおいては GFI＝0.85, CFI＝0.83, RMSEA

＝0.03となっていた（図 5）。

ただし，測定不変の水準では，2群データの場合は，GFI＝0.94, CFI＝0.93,

RMSEA＝0.05，また 8群データの場合は GFI＝0.91, CFI＝0.92, RMSEA＝0.02

となっていた。

次いで，以上の結果を基礎に，前記の尺度を「東アジア老親扶養意識測定尺

度」と命名し，その内部一貫性を因子別にクロンバックの α 信頼性係数で検

討した。結果は，手段的援助因子 8 項目のクロンバック α 信頼性係数は

.884，情緒的援助因子 4項目のクロンバック α 信頼性係数は .750であった。

n＝1,232（韓国），n＝1,487（日本），x 2（df）＝2044.53（131），GFI＝0.89, CFI＝0.86,
RMSEA＝0.07
注 1）強因子不変モデル（因子負荷量，共分散（相関），（誤差）分散のすべての推定

値が群間で等しいという制約を課したモデル）の推定結果を示している。
2）他の異なる条件のモデルの適合度は，配置不変モデル（x 2（df）＝859.66
（106），GFI＝0.94, CFI＝0.94, RMSEA＝0.05），測定不変モデル（x 2（df）＝969.56
（116），GFI＝0.94, CFI＝0.93, RMSEA＝0.05）となっており，いずれのモデル
も不適解は観察されなかった。

図 4 日韓 2群での老親扶養意識尺度（2因子斜交モデル）の同時因子分析
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蠶 考 察

東アジア地域の伝統的な社会あるいは家族システムでは，「孝道」（韓国語で

“ヒョウド”と読む。“両親に孝行を尽くす。もしくはその道理”という意味に

なっている）が強調され，年長者の権威が優先される社会的雰囲気が醸成さ

れ，高齢者は若い人から尊敬され，深い知識と経験を提供し，また父母と子の

関係では孝行をといった内容を道理としてきた経緯がある。このような孝道の

体系的な強調は，儒学に最も典型的に反映され，その方法論として「礼記」に

は「三孝」の中でも「最も大きな孝道は父母をよく奉養することである（“大

孝尊親基次弗廚基下能養”）」と記述されている。また，子の道理として懸命に

行うべき「三孝」は「父母に対する奉養と喪礼をすることと祭礼をすること

性×年齢（≦34歳，＞34歳）×国籍（韓日）8群，x 2（df）＝2852.36（599），GFI＝
0.85, CFI＝0.83, RMSEA＝0.03
注 1）強因子不変モデル（因子負荷量，共分散（相関），（誤差）分散のすべての推定

値が群間で等しいという制約を課したモデル）の推定結果を示している。
2）他の異なる条件のモデルの適合度は，配置不変モデル（x 2（df）＝1299.03
（424）, GFI＝0.92, CFI＝0.93, RMSEA＝0.02），測定不変モデル（x 2（df）＝1483.21
（494），GFI＝0.91, CFI＝0.92, RMSEA＝0.02）となっており，いずれのモデル
も不適解は観察されなかった。
図 5 韓日 8群での老親扶養意識尺度（2因子斜交モデル）の同時因子分析
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（“養父母治喪礼修祭礼”）」であるとされてきた。

しかし，社会構造の近代化・産業化の過程で，東アジア地域では伝統的な家

族構造が解体しはじめ，家庭と職場が分離し，また政治的・宗教的・教育的機

能は徐々に分化し，縮小する様相を呈している。特に日本では，1960年代以

降の経済発展にともなう産業化および都市化によって，子どもの社会地理的移

動の増加，家族生活における価値観の変化，核家族化の進行，女性の職場や社

会活動への進出など，これらはすべて伝統的な老親に対する家族扶養機能の低

下に関連する現象として理解されてきた。他方，韓国は東アジアの中でも儒教

の教えを色濃く保持している社会であるとされ，近代化の過程でも儒教が完全

に否定されたことはなく，相変わらず子どもが親を扶養すべきあるという規範

は強く支持されているあるいは支持されているはずと，一般的に理解されてき

た。法制上もそう謳っている。すなわち，家族による高齢者の扶養を強調する

「親孝行」という価値観は，韓国文化に深く根づいていること，さらに国家の

高齢者の扶養に対する基本方針である「先家族扶養・後社会保障」によって

も，いまなお維持・強化されている状況にあると理解されている。とはいえ，

科学技術の発達は，能力至上主義の追求ならびに利益拡大化志向をもたらし，

能力がない者の淘汰・排除を加速させてきている背景を，そのような韓国であ

っても否定することは困難な状況となっており，一部には，高齢者も旧来の家

父長的権威はほとんど失墜し，その多くは無能力，無気力な存在として非生産

的な位置に転落するに至っているのが実情とする指摘もなされ始めている。た

とえば，それは韓国の家族制度は父母世代の核家族と子息世代の核家族が結合

し同一場所に居住する拡大家族として理解されているが，前近代社会から近代

社会に転化する過程で，家族制度はおおむね拡大家族制度から核家族制度に変

化していることを根拠としている。このような趨勢は，濃淡は別にしても，東

アジア地域に共通した現象と言えよう。従来の農村社会では農業が家族事業と

なるため，労働力を分担しなければならない経済的立場からも，その拡大家族

の妥当性を求めることができた。しかし，産業化以降，家族の経済的な機能は

消費中心に転化している。このような機能の変化は，構成規模を縮小させる直
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接的な動員となり，そのような核家族の形態では，一般的に高齢者の地位が排

除され，夫婦と子どもを優先する価値観が支配的になる。そのため，韓国にお

いても，孝道，同居，尊敬，扶養意識の弱化，高齢者の権威弱化と都市化・産

業化，経済的貧困とも複雑の重なりあい，高齢者問題は個人レベルの問題とし

て解決することが困難な状況に至り，昨今では大きな社会問題として浮上して

いるとされている。

このような時代背景にあって，本調査研究では，東アジア圏では孝の実践に

あたって最も重視されてきた老親扶養意識を取り上げ，その測定尺度の開発を

試みた。本調査研究では，日本と韓国において，人口規模を考慮した中都市と

小都市において統計学的解析に必要なデータを確保することができた。また，

本調査研究では基本的に統計解析には構造方程式モデリングを採用した。本統

計解析方法は，構築したモデルをデータに当てはめた際の適合度が各種指標に

より明示されるという特徴を備えており，仮説の検証を行う上で有効であると

されている。したがって，本研究において構造方程式モデリングを用いたこと

は，適切な判断であったと言えよう。

その結果，本調査研究では，第一に，前記データを基礎に老親扶養意識につ

いて探索的因子分析を行なったところ，ふたつの因子が抽出できた。それらは

あらかじめ想定していた因子，すなわち身体的援助 financial support，情緒的

援助 emotional support，経済的援助 financial support とは異なり，因子に所属

する項目の性質から，「手段的援助意識」および「情緒的支援意識」と解釈で

きる内容であった。すなわち，「手段的援助意識」にあらかじめ準備した身体

的援助と経済的援助に関連する項目が含まれ，残りの項目が当初の情緒的援助

に関連する項目を含んでいた。従来の，ソーシャル・サポートに関する研究を

概観すると，O’Reilly（20）は，ソーシャル・サポートの測定尺度に関連した 33の

研究論文を整理し，その下位概念（因子）が，1）情報による支援 informa-

tional, 2）情緒による支援 emotional, 3）手段による支援 instrumental に集約さ

れることを指摘している。このことを前提にするなら，本調査研究で明らかに

なった老親扶養意識の因子は，子の親に対しての，受領ではなく，提供に関連
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した「情緒による支援」と「手段による支援」に関する意識（あるべき姿の認

知）の構成要素として解釈することが可能である。すなわち，本調査研究で明

らかにされたふたつの因子は，広義のソーシャル・サポートの下位概念に関す

る認知と位置づけることができよう。

次いで本調査研究では，前記の 2因子が因子モデルとして，どのような構造

として想定できるかを検討した。その結果，老親扶養意識に関しては，それら

ふたつの因子を，二次因子モデルよりも斜交因子モデルとして構造化すること

の望ましさを示していた。すなわち，前記のふたつの因子は，一次元化されて

いる意識と見なすことよりは，相互に関連性を持ちながらも相対的には独立し

た概念としての老親扶養意識として理解することが望ましいことを示唆してい

た。通常，公的な社会システムが不十分な場合は，高齢者が生きるには手段的

援助が絶対条件として位置づけられる者であって，それが満たされてこそ情緒

的援助もそれなりの意義をもつものであって，情緒的援助のみでは，高齢者の

生存そのものを脅かされることは自明である。このように考えるなら，今後の

課題としては，老親扶養に関して，手段的援助から情緒的援助へといったプロ

セスモデルの検討も重要なことと言えよう。特に，実際の老親扶養行動あるい

は老親扶養のあるべき姿としての認知と実際の老親扶養行動の関係を検討する

ような場合，そのようなプロセスモデルの検討が必要となってこよう。加え

て，従来のソーシャル・サポートに関する研究では，情緒的なサポートが QOL

に影響する（21）あるいは手段的な提供サポートがモラールを高める（22）－（25）といっ

た報告がなされている。従って，老親扶養意識を高く認知している者ほど QOL

も高いと想定できるのか，あるいはそれは実際に行なっている老親扶養行動と

のみ関連するのかといった点も含めて，今後は，さらなる検討が必要となって

こようが，そのような検討にとっても，本調査研究において，ふたつの扶養意

識について抽出できたことは，大きな成果と言えよう。

なお，本調査研究では，前記の老親扶養意識に関する斜交因子モデルの強固

さを，日本と韓国データのみならず，男性と女性ならびに若年層と熟年層とい

うことを基軸として分割した計 8群のデータに対しても，同時因子分析で検討
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した。結果は，老親扶養意識に関する斜交因子モデルの強固さを支持するもの

であった。ただし，因子が同一（因子不変）といってもその意味はさまざま

で，パス係数（因子負荷），残差分散・共分散のすべてが母集団間で等しいと

いう最も強い条件を満たすものから，因子負荷だけが等しいというやや弱い条

件までを含んでいる。本調査研究においては同位置のパス係数は等値という制

約を意味する「測定不変」metric invariance の水準を，統計学的には十分支持

できる結果を示していた。通常，複数の集団に同一のモデルを当てはめてもま

ったく同一の解が得られることは通常あり得ないので，パラメータの同値拘束

を加えると，全体としてモデルの適合度は低下するが，そのような条件下にお

いても，モデルの適合度を示す指標が，本研究においてほぼ統計学的には許容

範囲を満たしていたことを考慮するなら，前記因子モデルが否定されるもので

はないと言えよう。ただしこの点については，今後，中国データ，あるいは他

の韓国や日本の標本においても検証されなければならない課題でもある。
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Development of measurement standard about consciousness

of supporting and caring the aged in East Asia

Jungsoo Yoon, Ki-Wook Um, Jung-Suk Kim,
Yasuhiro Kuroki and Kazuo Nakajima

This study based on the Japan and Korean data is aimed for standard develop-
ment to measure consciousness of supporting and caring the aged as internal re-
sources related to elderly parents care problem solving. The area surveyed in Japan
were Shizuoka prefecture Shizuoka city（distributed to 1284 families），Wakayama
prefecture Kainan-city（distributed to 397 families）and in South Korea were Jeolla-
bukdo Gunsan-city（distributed to 500 families），Gyeongsangnamdo Haman-county
（distributed to 500 fanmilies）．The choice of the survey subject is the day-care cen-

ter（or kindergarten）in the area mentioned above in Korea and Shin-Ai Women’s
university in Wakayama prefecture and the university of Shizuoka prefecture per-
formed it. The participation agreement of the survey was confirmed through the fa-
cilities cooperated with the survey.

The content of survey is composed of the generic character（sex, age, the family
structure, presence of cohabitation with caring necessary）consciousness of supporting
and caring the aged, experience of being abused and family cohesion.

As a result of the collected data is analysis as for the standard of consciousness
of supporting and caring the aged in relating about a factor structural model and an
external standard supported the construct validity and reliability was supported. As
for the result mentioned above, it suggested the possibility of effective function of
developed consciousness of supporting and caring the aged standard as a comparison
between Japan and Korea.
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